
2026年度京都大学生態学研究センター
共同利用・共同研究 申請から利用終了までの流れ

国際共同研究・共同研究a申請方法

2026年度国際共同研究・共同研究a申請書（様式CR-1_a・国際）原本を提出（押印済）
【提出期限：2025年12月25日（木）17：00必着】

※締切までにPDFで提出後、原本郵送も可。

共同利用事務担当よりご連絡をいたします。申請から1週間連絡がない場合は、
kyodo-riyo@ecology.kyoto-u.ac.jpまでご連絡ください。

2026年3月中旬頃開催の共同利用運営委員会にて審議し、2026年3月末までに採否結果をご連絡いたします。

採択 不採択

共同研究ｂへの申
請を希望された場
合、当センター内
の審議後、結果を
お知らせいたしま
す

共同研究aへの
申請時、共同研
究ｂへの申請を
希望されていな
かった場合でも、
共同研究ｂへの
申請は随時受け
付けております。

研究組織（分担者）に研究代表者と別所属（所属機関・部局）の方がお
られますか。

いる いない

研究組織（分担者）に研究代表者と別所属（所属機関・部
局）の方がおられる場合、その方の所属機関部局長等より
承諾書（様式CR-3）を得てください（※例は次ページに掲
載）。所属機関・部局ごとのご提出が必要です。

採択後、速やかにメール添付で必ずご提出ください。

提出先アドレス： kyodo-riyo@ecology.kyoto-u.ac.jp
（共同利用事務担当）

※分担者がセンターの共同利用設備を利用されない場合、
CR-3のご提出は不要です。

共同利用施設のご利用開始

ご利用にあたっては、事前に当センター担当教員にご連絡をお願いいたします。

申請手続き
は以上です。

審議
（約1週間）

承認連絡

１.申請方法
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共同研究b申請方法

2026年度共同研究b申請フォームにて申請
申請フォームURL：https://forms.gle/JqoMxEgV34Y5xFXp8

・申請は随時受け付けております。
・フォームに申請者・研究組織の方の情報を記載したExcelファイル（申請フォームの中に記載があります）のアッ
プロードが必要ですので、ご準備の上ご申請ください。

申請後、申請完了のメールと申請書（様式CR-１）をお送りいたします。
所属機関部局長等の押印を得てください。

また、研究組織に研究代表者と別所属（所属機関・部局）の方がおられる場合、その方の
所属機関部局長等より承諾書（様式CR-3）を得てください（※例は下部に掲載）。様式は
申請完了メールに添付でお送りします。所属機関・部局ごとのご提出が必要です。

公印済CR-１およびCR-3のPDFを、承認後速やかにメール添付で必ずご提出ください。
提出先アドレス： kyodo-riyo@ecology.kyoto-u.ac.jp（共同利用事務担当）

審議
（約1週間）

承認連絡

共同利用施設のご利用開始

※ご利用にあたっては、事前に当センター担当教員にご連絡をお願いいたします。

A様
X大学 理学研究科

《例》

研究代表者

研究組織
B様

Y大学 農学研究科

Y大学農学研究科長の承諾書 Y大学理工学部長の承諾書

C様
Y大学 理工学部

D様
Y大学理工学部

Y大学生命科学研究科長の承諾書 Z大学農学部長の承諾書

E様
Y大学生命科学研究科

F様
Z大学 農学部

G
京都大学生態学研究センター
（センター担当教員）

研究組織に別の所属機関・部局の方がいる場合の
承諾書の提出例
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3.年度内の共同利用・共同研究の終了

研究組織の削除 研究組織の追加・所属変更

組織変更届（様式CR-7）をメール添付（ kyodo-
riyo@ecology.kyoto-u.ac.jp）でご提出ください。

・組織変更届（様式CR-7）
・共同研究承諾書（様式CR-3、EngCR-3）（※）
をメール添付（ kyodo-riyo@ecology.kyoto-u.ac.jp）で
ご提出ください。

※所属機関・部局ごとに提出ください（前頁の例参
照）。年度途中で研究組織の追加・所属変更がある
場合は、研究代表者と同じ所属であっても提出が必
要です。

2.利用中に変更が生じた場合

成果報告書（様式CR-4）をメール添付（ kyodo-riyo@ecology.kyoto-u.ac.jp ）でご提出ください。

※提出いただけない場合は、次年度以降の申請を受け付けできません。
※共同研究aについては別途センターニュースへのご寄稿をお願いいたします

4.謝辞について

本共同研究による成果の発表の際は、必ず本研究事業により援助を受けた旨を謝辞などに明記してください。明
記されない業績は本事業の業績とみなされないため、必ず明記をお願い致します。

謝辞への記載例（課題名がつく共同研究aの場合は「2026jurc-cerXX」といった課題名をつけてください。その他
の事業の場合は無くてかまいません）

・和文：
「本研究は、京都大学生態学研究センターの共同利用・共同研究事業（2026urc-cerXX）の支援により行っ
た。」（予算措置がある場合）
「本研究は、京都大学生態学研究センターの共同利用・共同研究事業の支援により行った。」（予算措置がな
い場合）
・英文：
“This study was conducted using Joint Usage / Research Grant of Center for Ecological Research (2026jurc-cerXX), Kyoto 

University.”（予算措置がある場合）
“This study was supported by Center for Ecological Research, Kyoto University, a Joint Usage / Research Center.”（予算措
置がない場合）

申請・問い合わせ先

〒520-2113 大津市平野2丁目509－3
京都大学生態学研究センター・共同利用・共同研究拠点担当
電子メール： kyodo-riyo@ecology.kyoto-u.ac.jp
電話：077－549－8200
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